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別
記
第
五
十
三
号
様
式
中
「第

４１条

」
を
「第

４０条

」
に
改
め
、
「㊞

」
、

「

」
及
び

「

」
を
削
る
。

別
記
第
五
十
四
号
様
式
中
「第

４２条

」
を
「第

４１条

」
に
改
め
、
「㊞

」
、

「

」
及
び

「

」
を

削
る
。

別
記
第
五
十
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
第
五
十
二
号
様
式
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
五
十
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
五
十
九
号
様
式
及
び
第
六
十
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
六
十
二
号
様
式
中
「㊞

」
、
「

」
及
び

「

」
を
削
る
。

別
記
第
六
十
四
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
「

」
を
削
る
。

別
記
第
六
十
六
号
様
式
中
「㊞

」
及
び
「

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
五
条
の
二
の
改
正
規
定
及
び
別
記
第

四
十
五
号
様
式
の
二
の
改
正
規
定
は
、
令
和
五
年
十
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

程
（
水
）

◉
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
二
十
六
号

東
京
都
水
道
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
九
日

東
京
都
水
道
局
長

西

山

智

之

東
京
都
水
道
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
水
道
局
財
務
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
附
属
様
式
目
次
中
「第
１７号

様
式
の
４

収
入
金
整
理
簿
（
工
業
用
水
道
用
）

（
第
８

条
）

」
を
「第

１７号
様
式
の
４

削
除

」
に
、

「第
３５号

様
式
の
４

工
業
用
水
道
料
金
請
求

書
（
第
３５条

関
係
）

」
を
「第

３５号
様
式
の
４
か
ら
第

第
３５号

様
式
の
５

工
業
用
水
道
料
金
領
収

証
（
口
座
振
替
用
）

（
第
３７条

の
２
関

係
）

第
３５号

様
式
の
６

工
業
用
水
道
料
金
請
求

書
兼
支
払
書

（
第
３５条

関
係
）

３５号
様
式
の
６
ま
で

削
除

」
に
、
「第

３５号
様
式
の
１３

振
替
水
道
料
金
・
下
水
道
料
金
請
求
書

（
第
３５条

関
係
）

」
を
「第
３５号

様
式
の
１３

削
除

」
に
、
「第

３６号
様
式
の
２

請
求
書
兼
支
払
書

（
一
般
用
）

（
第
３６条

関
係
）

」
を
「第

３６号
様
式
の
２

削
除

」
に
、
「第

３７号
様
式
の
７

領

収
証
書
（
工
業
用
水
道
窓
口
、
現
場
用
）

（
第
３９条

関
係
）

」
を
「第

３７号
様
式
の
７

削
除

」
に
、

「第
４１号

様
式
の
２

払
込
書
兼
払
込
通
知
書
（
工
業
用
水
道
用
）

（
第
４１条

関
係
）

」
を
「第

４１

号
様
式
の
２

削
除

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
三
十
二
号
様
式
中

「

」
を

「

」
に

改
め
る
。

別
記
第
三
十
五
号
様
式
中

「

」
を

に
、

「

」
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を
「

」
に
改
め
る
。

「

」

別
記
第
三
十
五
号
様
式
の
二
()表
中

「

」
を

「

」
に

改
め
、
同
様
式
()裏
中
「消
費
税
相
当
額
に
は
、
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
み
ま
す
。

」
を
「消

費
税
法

施
行
令
第
７０条

の
１０に

基
づ
き
消
費
税
相
当
額
（
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）
を
算
出
し
、
記
載

し
て
い
ま
す
。

」
に
、

「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
五
号
様
式
の
三
()裏
中
「都

内
各
郵
便
局
及
び
金
融
機
関

」
を
「右

記
の
取
扱
窓
口

」
に
、

「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
五
号
様
式
の
八
()表
中

「

」
を

「

」
に
改
め
、

同
様
式
()裏
中
「消

費
税
相
当
額
に
は
、
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
み
ま
す
。

」
を
「消

費
税
法
施
行
令

第
７０条

の
１０に

基
づ
き
消
費
税
相
当
額
（
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）
を
算
出
し
、
記
載
し
て
い

ま
す
。

」
に
、
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「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
五
号
様
式
の
九
()裏
中
「都

内
各
郵
便
局
及
び
金
融
機
関

」
を
「右

記
の
取
扱
窓
口

」
に
、

「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
五
号
様
式
の
十
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
３５号

様
式
の
１３

削
除

別
記
第
三
十
六
号
様
式
中

「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
六
号
様
式
の
四
()表
中

「

」
を

「

」
に
改
め
、
同
様
式
()裏
中
「消

費
税
相
当
額
に

は
、
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
み
ま
す
。

」
を
「消

費
税
法
施
行
令
第
７０条

の
１０に

基
づ
き
消
費
税
相

当
額
（
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）
を
算
出
し
、
記
載
し
て
い
ま
す
。

」
に
、
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「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
六
号
様
式
の
六
()裏
中

「

」
を

「

」
に
改

め
る
。

別
記
第
三
十
六
号
様
式
の
七
()表
中

「

」
を

「

」
に
、

「

」
を

「

」
に

改
め
る
。

別
記
第
三
十
六
号
様
式
の
八
()表
中

「

」
を

「

」
に
、
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「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
六
号
様
式
の
十
五
()裏
中
「東

京
都
福
祉
保
健
局

」
を
「東
京
都
福
祉
局

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
七
号
様
式
中

「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
九
号
様
式
の
三
中



令和5年9月29日（金曜日）東 京 都 公 報（増刊 65） ２２

「

」
を

「

」
に
、

「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
九
号
様
式
の
四
中
「

」
を

「

」
に
、

「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
九
号
様
式
の
五
中

に
、

「

」
を

「

」
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に
、

「

」
を

「

」

「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
九
号
様
式
の
六
中

「

」
を

「

」
に
、

「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
九
号
様
式
の
七
中
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「

」
を

「

」
に
、

「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
九
号
様
式
の
十
四
中

「

」
を

「

」
に
、

「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
九
号
様
式
の
十
五
中

「

」
を

「

」
に
、
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「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
水
道
局
財
務
規
程
別
記
第
十
一
号

様
式
、
第
三
十
二
号
様
式
、
第
三
十
五
号
様
式
、
第
三
十
五
号
様
式
の
三
、
第
三
十
五
号
様
式
の
九
、

第
三
十
六
号
様
式
及
び
第
三
十
六
号
様
式
の
六
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の

修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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